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総務省情報流i闘行革主主号


放送致祭器準 喜博中


霊態便番号:102場。品。

とう者ょうとちょだくこうじまち


役所淑京都千代田区麹醇Tl・7


まるも阜でいあほうそうびじむすふぉーらか


名称:"<ノレチメディア放送ピジエずのスフォーラム


、
すぎやま ともゆ幸


代愛者:杉山知 


rjj事積立護主主向け γノレ中メディア放五控の災害患に向けた制!l!繋争議に関するまま本的方悶針(~詰) に

対する意見襲撃j に関し、別意誌のi議事録免を提出しま寸。



f総務機法王i勾.j"'?ノレチメディア放送の実現に向けた制度重要僚に隠する議長本約方針(幾)J 

iこ対する意見

思総本

後々 な殺害襲安議長軟に緩み会わ守主!l)設工夫役者表舞し、紋奇襲・音響‘データ毒事j芸評議定事ぎのお 〈じ

でき老後者ニニーズに連軍合した多様で魅力的なコンテンツ主主主量供されるき李総みと?と5、と

露木最古考え方;こ章者 lF唱するむ

の 的燃やj閣議主義主握手主主をヲ長者支iこ利用することにより (中毒害)従来にはない新しい妻女主監事番豪華

の災害見主主鍛符される、との考えは、持潟や周波数築城宏粂軟に緩み合わせる i二寸台、燃

主主義支持を域安細かく分割することなく大括りで使淘できることが障を援をとえとるため、これ

:a:鮮側す 00 

Cお (主主)における jr発僻端末向けマノレチメディア放送j の持主義で¥対委設と十 05芝係機に

ついて、いわゆる携幣電話だけを対象にするのではなく、、市総綴の移護訪没後最誌も対委主

としていることが明記されていることに賛同する。また、いわゆる今ッチンラジオの

ような、ポ…ダブノレ塑(可搬型)受信機も対象としていることとま盤解ずる。 

1 受託体的主主方針 

CD 書記‘委託金支長去最IJJ.f:の採用 i立、限られた周波数を効 2容的に手lJF自し、かっ者草委主務が放送

事委総裂を容を詰まとして参入する枠緩みとして適切である。

寄与 愛護老後送繁栄容と委託放送事業者の演係においては、委託放送理事議義務にのみヲスク:a:

長支わぜるものではなく、マルチメディア放送金幸容の事議誌が什冷に道主主義十るよう、::1:1)

受信機普及の途務状況に応じて委託放送料をま鈴議棄させるなど、張主総数i悲喜葬祭

詰まにも…主主の役昔話i、 主主のヲスクを取らせるものどすべきで為

忠実装総長司の免数二(開設計画の認定}に係る号事tlI室登主義 

CD 地Jぢ特定基地J司の記鐙及び潟設草寺第に柔樹役会持たせることに警署員立す

@地方ブロック向けマノレチメディア放送では、放送対象地総{地方ブ口ック}ごとに後 

F目する周波数幅について、電波有効利用の観点から、技術3義務の“下で町議をな限移大き

くすることをlli本とし、かっ、各ブロックに訴事当てられる総波数争議;立、ブ口 yタご

とのi1i場性を反映しメリハリをつけたものとすべきである。 

@ 技術盗殺について、現在、 v-工ρW帯の放送システムとして検討されている方式にはヲ

ンセグの 3イ音の'*域幅である 3セグメン卜によるみ式が総統されている。地方ブロッ

クi白1けγ/レチメディア放送を新しい舷カあるメディアとしてJiJt:11:させるためには、最

低でも 3セグメントの帯域確保が必要である。 1セグメント役者援護k総みe合わせるより、

より効率約に柔軟に帯域活用ができる 3セグメント点王むが災織できる技術基準とすべ

舎でまちる。



@ 	特定基滋}:;jの飢餓及び潔言支持搬についての審:l1t基燃は、役務カパ一家と鉄道、白書急車

による没後意義善意整備基準会総務IJに設定するのではなく、それらの級み合わせによち総

合的かっ災後約な評価法務とすべきである。� 

3 守番言葉放送業務の絡認さに係る制度放機� 

① 	 表現の宗治家有恭f告で、放送対象地域が重なる地上放送事業者のゆ官官に自立語ましたこと

は適切と考える。今後i;!:;:lI':~される「 定めJ義務j については、員長上級送事業者会主、容を

う接iこない主事務的なサービスの提供者として場事入するのに制約とならないよう、機械緩

だけで規定するのではなく、帯主葉桜とサーピス内務め辞意紛で判断すべきである。� 

@ 	草委総支晃Z撃は、サノレチメディア放首長が絞しいメデ‘ィアでまわ号、その市機t，r新たに形成す

る必要警があるという性務ふできるだけ総級殺せ?緩和することが滋ましいβ� 

③ 	 新規こコンテンツJの多擦に対する評価は、議定療の放送チャンネノレで流れているごコンテ

ンツとの差別イとが閥的と滋解し、放送以外のチャンネノレでのコンテンツは対象ではな

いと理解する。家主こ‘既存の放送出ンチンツに十分な付加価値をつけて撃を供するもの

については、新規コンテンツとみなべきである。� 

④ 	 fコ?ーシヤfレやショッ!:::"ング漆組j、f後草案!初?の情報j といやた特定ジャンルの綴

組の多擦については、チャンネノレ単位でf関郊に判断することなく、マノレチメディア主主� 

i送金体のバランスとして総合的に丸るべきである。‘また、無料放送と街f料放送におい

ても、特定ジャンんの委主且の多擦について、異なるバ'7ンスの判断があるべきである。� 

4 その他

①聞はの護主入については、経速の資際、ノウハウを活用することがマルチメディア主主

送金の発展につながると渇えるため、数人に j~J約を毒装さないよう要禁ずる ω 

@ 	受託放送車:数学守、委託放送車認定守男々と色に、受係機意普及への計画が求められているが、

全盛[liHt、地方ブロック向け双方の受信者義務2えを鑑みれば、今闘機入される� V-LQW' 
V二ffimまのマルチメディア放送全てがきさ後可能な受信機の章者2主総進が最も議霊祭しく、

建事業者個々のイン-t:ンティブを言語える受給襲撃普及潟策については、サ…ピス受給者て守

ある国民の;f1J主義沿海え国として滋りま設むことを重要奇襲するロ� 

@ ~ド方針(淡) fこで今後規定するとされる各種主主空襲については、� 2車交官スケジューノレの関

確化会事告主還する。

以上



様式第� l

意見書

総務省情報流通行政局放送政策課御中

郵便番号

{ふりがな〉

住所

(ふりがな)

氏名

平成� 21年� 8 Jl10隠� 

150-0011 

とうきょうとしぶやくひがし

東京都渋谷区東� 3-22-8サワグピルザ

もばしも‘こんてんつ・ふぉ…らむ

般社i司法人モパイル・コンテンヴ・ブオ…ラム

代表理事� )11沼数熔�  

f携機端末i却す?ノレチメディア放送の実現に向けた若手j主主裳傍に穏ずる総本約方針{然)J 

対して、}jIJ紙のとおりー怠見を提出します。� 

!こ

1 



別級王� 

f努事普選語末i却す7/レデメディア放送の実現iこ向けた苦労選定重豪華客に話題する基本的方針{案)J 

iこ対する露見

このE震は、意気機的の機会をいただき感謝申しょげ決寸。以下のように意見を提出させてい

ただき設すので、よろしくご資収の上ご検討いたださ容ますようお願い申し上げます。

1.事業モデルの議長五銭ど枠組みについて

携帯端末向けγ/レチメディア放送(以下� f当該放送J)の芸察本方針として、いわゆる� f受託

放送・委託放送縦波jが採用されることは、放送のどジネスぞう戸、ノレの多様性と活性化を実務ず

る上で非常に手言語家裁なことであると考えます。

一方で、手当意文安全器去に多努事事iされることとして、放送とi議f議後総合させた本格告さなマルチメディ

ア放送を突き晃することが、デジタルe放送調始iと{手う周波数の得意詰分制半う多大な社会的コスト

を負担する意義でもあるか考えます。このような本格的な7/レチメディア放送を真の意味で成

功させるためには、放送と遜イ省高?融合させた当該放送告と社会的に有益なものとするために必jM

な事項として必殺者十議討に以下の事業を行う事業者の区分1r~月客様 iとして、委託放送事業者の認定

の審査においても巡I削除の確保のための具体的な計蘭合求めること安要望します。� 

(1) 番組撚供事業務


委託放送機3総理ずに放送番組を制作じて擬供する事淡与野
 

(2) サイト意義苦言幾多提寺普


当言葉放送事時総考察から遜信によって連携するサイト後遺草食する害事業者


上記、事主義務の区分番ど号号機にした上で、具体告さに重要議室ずる実務綴としては以下iこなちます。

①通信との波数における記述?童謡と仕様について

これまで、ワンセグでは放送用の記述言語としてBMLが必須となっていますが、当談

言語に関しては、。!殺事良喜男示由主十分に行われない毒事の潔闘もあり…都の事業者しか制作でき

ない状況となってい家す。:これでは公平・公正な競争環境における多様なビジネスを創出

することがで舎ないため、間際標準の記述言語である� TML君事よって制作を行える環境

の実現を要慈しまナ。

また、放送後約から滋僚によるサイトへの一次リンクに滅しては、ワンセグでは放送局

へのサーパとすることが燦2註されている� (AR1 Bの滋F富士隠主主〉が、ごこれも湾様の理由で、

放送局外へのロングも可能とするとともにジンタに警護する綴綴に燦しては公平・公正なル

ールが策定される:二とそ援護し己主す。

②委託放送事き護者iこ対する務総提供事業者及びサイト潔苦言専務淡著者のビジネス・スキ}ム選択

の自潟

マルチメディア主主滋では、無料広告モデルだけではなく、有料幸喜組、デジタルコンテン



ツの販売、物販等のコマースなど様々なスキームが可能となるため、番組提供事業者及び

サイト運営事業者がこれらのスキームを自由に選択し、あるいは組み合わせることが出来

るように、委託放送事業者との聞に公平なガイドラインが策定されることを要望します。

③プログラムガイド、メニュー Ch等の公平性

利用者が番組を検索するあるいは番組を紹介するプログラムガイド等において、委託放

送事業者(あるいは受託放送事業者)が用意するプログラムガイド等(例:EPG)につ

いて、優越的な地位になる委託放送事業者が提供する番組と番組提供事業者が提供する番

組が公平な扱いが行われるようにガイドライン等の公平なルールが策定されることを要望

します。

④放送デー夕、視聴者データ等の番組提供事業者への提供

当該放送では、利用者属性、端末属性、視聴状況データ(視聴率、視聴行動等)等の様々

なデータが取得できるが、番組提供事業者の自由なビジネス運営のため、これらのデータ

が公平かっ安全に提供されることを要望します。 

2.有料放送管理業務に関して

当該放送においては、課金を行う有料放送管理業務とその業務を行う事業者に関するルール

は非常に重要であると考えます。

①有料放送管理業務を提供する事業については、競争の観点から多様性が確保されること

が望まれます。委託放送事業者においては複数の有料放送管理業務を行う事業者が参入

することで、競争環境が実現して提供条件及びサービスの改善が期待できると考えます。

②有料放送管理業務を番組提供事業者(あるいはサイト運営事業者)に公平・公王なルー

ルで提供されることが必要であると考えます。特に優越的立場にある委託放送事業者が

提供する番組とは公平に当該業務が提供される必要があると考えます。 

3.受信設備の仕様について

放送設備と同様に受信設備(携帯端末)の仕様は、利用者が視聴できる環境に大きな影響を

与えるため重要であると考えます。

受信設備においては、あまねく公平に番組が視聴できる環境を実装すべきであると考えます。

特定の受託放送事業者あるいは委託放送事業者が提供する番組しか提供できない受信設備が

提供された場合、すべてのレイヤー(受託放送事業、委託放送事業、番組提供事業、サイト運

営事業)の競争環境に大きな悪影響を与えるため、優越的な地位を利用して特定の番組の視聴

に限定することを強制するようなことが行われないように要望します。



意毘轟

平成21年� 8月� 6日� 

総務省情報流通行政局

放送政策課あて

郵告を番号� 239-0847 


住所� :よこすかしひかりのおか3ばん4ごう


横調賀市光の庇3猿4号


氏名

YRP(すん会ゅうかいほっすいしん望号ょうかい務ょういきでじたるしんがたにみゅにていほうぞうじゅんびいいんかい� 

YRP硝洗諦発推進協会狭域デシラjむ新型コミュニティ放送準備議員会

だいひょうかんじかとうじゅんいち

代表幹事 加藤栴一� 

f携帯端末向けマルチメディア放激的実翠に向けた鱗盤整備に麗する基本的方針(案)J

に麗し、問紙のとおり意毘を提出します。� 

§ 



別紙様式� 

2009.08.06C木)
『携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向けた制度整備に関する基本方針(案)Jに対する

意見書� 

YRP研究開発推進協会

狭域デシ'lIJ~新型コミュニティ放送準備委員会

該当箇所 ご意見

1 

携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向
lナTニ
制度整備

携帯端末向けマルチメディア放送の実現に向け
た制度整備に関する基本的方針(案)につきまし
ては、受信者ニーズに適合した多様で魅力的な
コンテンツの提供が携帯電話等の携帯端末や車
載型の移動受信機で受けられる、「携帯性・移動� 
性」と「放送』機能を有する新たなメディアとして実
現と、映像"音響・データ等の様々な情報を柔軟
に組み合わせた、従来にはない新しい放送番組
の実現が行われる有益な制度整備であり、適切
な内容であると考えられますので、賛同いたしま
す。

2 

1.全体的な方針、� (1)実現する放送、②複数
の都道府県を対象として当該地域向けの情報
が受信できる放送(以下「地方ブロック向け放
送」という。)
なお、全国向け放送及び地方ブロック向け放送
が実現された後、周波数の割当可能性等を踏
まえ、市町村等の地域において当該地域向け
の情報が受信できる放送の実現可能性につい
て検討を行うこととする。

市町村等の地域において当該地域向けの情報
が受信できる放送は、「携帯端末向けマルチメ� 
ディア放送サービス等の在り方に関する懇談会� 
報告書』におけるデジタル新型コミュニティ放送に
該当する放送と考えられますが、全国向け放送
及び地方ブロック向け放送が実現された後では
なく、同時期に放送を実現することにより、より受
信者に幅広いサービスを実現でき、受信機の普
及促進にも効果が高いと考えられます。デジタル
新型コミュニティ放送用に運用帯域を用意するこ
とを含めた早期の検討、及びVHF-LOWはもと
より、� VHF-HIGHとの受信機共用に向けた制
度整備を希望いたします。� 

1 


l



3 

基本的方針(車線)1:は金額肉 It放送及ζ 域ブ
ロック向け放送の 3総務にき議たっての参J
みがを食されているが，市町村毒事の地域i 

1 全体的な方針、 (2)参入の枠組み、全額向 2盗殺泌域肉{すの情報が受鎗できる放送
け放送及び地方ブロック向け放送の実議にさ議 ん章者製コミュニティ紋滋)1説、市町村毒事d多数減に
たっては、娘られた濁波数を孝iJ!'隠して複数の壊す おける当該地域向けの情報が受像でき 放送 tこ
が放送番組を提供する者として参入することが なるため、さらに娘られた織波数及びごと での
できるよう、受託放送をする無線局の免許を受 事IJ淘となるこどから愛読主主滋家業者と奈 放送

家3義者が…体となった滋宮設を行なうことが効還義的けた者及び委託放送業務の認f定受を託受放け送た集者委に
より放送を実現する、いわゆる 委託 である場合が考えられる。
放送首選度 jを採用することとする。 したがって. r受託放滋‘愛護老紋送号事j員長側 採用す

る場合でも，受託放送と護委託放送を潟 m 業者
が霊長ねることを湾総とサるような桑軟な 度遅滞
を皇室みます。 

国
管

惰

も

融

れ

1.全体的な方針、 (3) 度整備にさ当たっての
基本的
な考え方携祭端末向 iすマルチメディア放送!念、 市町村芸撃の泌域において滋該地域向けα
地上テレビジョン放送のデジタルfとによって科 が受信 
湾可能となる題波数を利用して実現を図るもの できる放送〈デジタル紙製コミュニティ放送

4 
であることにかんがみ、国民のニーズに適合し 民のニーズに競合した儀会な放送が最大
た鍵全な放送が最大慈に普及して公共の福祉 2えして公共の篠後の増滋!こ警察がると講まえl

の増進iこ繋がるよう、電波法及び放送法にお すので、思潮の制度強備後援み家す。
ける密約規定その他の環達規定iこ照らして制
度繋畿を行うこととする。

市町村等の地域において翁核地嫌肉 lナ1 情報
が受信できる放送(デジタル新製コミュニティ放2無線局の免許(開設計画の認定)に係る希iJ
送)におきましでは、より限られた周波数 びヱリ度整備、 3委託放送業務の認定に係る希IJ度整5 
アでの利用&なることから、より議長軟な制 懇備

備
を望みます。

枠組
いて
ジう喜

j毒事

線

、

之

官

ゆ

なお、本コメントは、 YRP研究開発推進協会の瞭域デジタル新恕コミュニティ放送準備

委員会で承認されたものであることを付記いたします。



意見書
平成 21益事 8月 10日

総務省情報流通行政烏

放送政援謀御中

塁盗i遊猿渡緩…{わ?となベかつのぶ}“

{毅ヨ放送車憲式会総代絞殺事筆者主主主主義}

会社名:綴 Eヨ主主遂事量ま主会社

念頭:大震支策事蓄量毒患軍事重重量 1-1-30 

i墾獲援策議笠笠ニ怠箆会主i 

f携帯端末肉iすマルチメディア放送の雪量溺!こ向けた苦言i度整機!こ腐する造基本的方針{幾)jl二鎚し、 
}l IJ絃のとおり重量.!ilI.~緩 t訴し3ます。



f色体として 

(1/3)紙1)周

該当箆房 意見

既存(l)7V'オ放送家主義者として、今測の

度整備に 00ずる総本的方針(案)jが、よ友く泌氏

に支持されている f背声放送j の継続的々発

展を含んだ新しいメディアを磯)'{するための

第 品ょとして、fF:されたものと認識していまA

す。

もらろん、今留の f携帯端末i品Ht"<'1レチメ

ディア主主主張j 主主、事是像・音響・デ}ヲ設などの

様々 な情報告官主義者党;こ総み合わせた、 3話3誌には

ない新しいj級王法務総の実現が鶏才守されるもの

であることは、十分に認識してい設すが、ア

ナログ  AM放t襲安継続しつつ新たなメディア

に参入することは、とりもなおさず緩燦昔話機

の交なるfお忠告と党第するということで、経鴬

としては、そのゆ主主性iこ主主して大きな綴念が

ありまず。

三百径はかねてより fデジタルラジ:;f'j f土、
アヲ口グラジコf主主送からの「緩やかな移行j

という考えjj告と通貨嶋しております。 f後然主主送

の継続的な普通島義」告と含む、「マルチメディア放

送Jの 2011年以降の展開は、段階的に幾年か

の歳月を意義て悶E誌に浸透し、実現おれていく

もので、 V L殺においては、まi"1立、ラジ

オ放送務漁場まのこれまでのノウハウ・綴毒薬会

活かし、器王子子エ2ンテンツを会めまと綴i品、放送

を行ないながら、エヲアの拡大・5'A:f議機の普

及・コンテンツの充実を濁っていかなければ

成功しないとお考えますユ



}lIj紙(2/3)

立査当筒所� 意見� 

…………………………-J 

2 習院毒患占唱の免豹(開設計画百)の認定に係る持軍UE支
壁整備� 

(3)罪容設計闘の認定の審査

①終認さま誕生語録の剣鐙及び関設草寺鶏

イ 総ブロ yクi部7放送iこ係る墓主襲
:7 主主びに(イ}えてy.1{ア) 

a 1委託数完全多義務の認定に係る銅i度整備

(2)章容。1立の機資

②専務建設計繍の確実性� 

3 委託放遣を淡務の官官、主主に係る制度整備

(副総主主の専務還を

⑤新規=コンテンツの占める都合� 

ハード会社の認定にあたって、地方ブ口� y

クi勾iす主主去最に係る基準については、ぜひとち� 

f…燃の滋空襲ではなぐ、それぞれの滋カブ出� 

yタの総主義の状況に涼した三毒殺j を華客室愛し淡

令。

現時点で、� V-L帯の移動受償用地上主主2誌
のソブト供給のさ巨体を形成するのは、今、関*

織のラジオ放送事業者である事が7怒� dれ滋

す。 しかし、� AM局、� FM局、 ラテ免責苦ま胤、

ラジオ機営}絡の蒸はあれ、その経常"潔尊重の賞受

しdt立法す三ますその度を強めています。

現行の放送を発展・継続させながら� f新た
なメ夕、イアJ fこ参入していくことの� i纂淡佼j

について、主薄手書詩語末の重要性については充分

喜怒滋していiますが、問符iこ、協定要H富・務総

謀議次警察の務営業後も霊妥な罪喜怒と善意審議してい次

令。議女王監が来たす社会員きな役苦手j、主主主主役のき誌

を誌の綴ぶからも、ま王子長ラジオ放送毛喜多量殺の問

機えと綴入会{縦士監守る純度整備を強く婆吸し淡

す。

これ設で[;íil ~l;:広く支持され親しまれて者
た底既得海女王ま縁組の活用は、新しいメディアの

事普及、主まf議機の普及にとっても事臨めて有効"t'

ずか 次世こ、既存のコンテンツに映像やヂ…タ

役付加して差是関するコンテンツも、� i新しいメ

ディアJどしづE足袋iこ入れる級伎のある{新

線こコンテンツj の一つです。 ソフト会全土の意義

主主にあたって、� i草野線と喜正存コンテンツ告とま長級� 

iこ綴足立勺者ること� J~要望します。



別紙 (3/3)

立京当箇所 意見

3 遺書書記主主去を識を務の認定に係るお!皮整鍛
泌総主主の務王室

@質主方ブ出ツク i品jけま主完全については、各放

送対象絶滅において、そのi織 i匂Itの情報
:エヱよゑ…ス、天気予務、送路交通情報

行政絞殺空事〉の占める季語合

議方ブロック向け放送のソフト会社の総支在

にあたって、その滋域1古jけ情報の内める都合

主主重視されることに賛成します。サイサノレ放

送など塁走存コンテンツの活用は「放送の城主主

役 j を担保する意味でも道重要であると湾え己主
す。 

その後:ヰ年記毒事項 NI王E互について

議方ブ口ック i向け放送のハ}ド・ソフトに

またがる重姿な主義主重である f受f常設織の学

芸書普及j の綴ぶからも、 NHKの還ま入}ま必
重要です。 殺しいメディアj 告と絞及・夢署長義さ

せる意事長からを

r
， NHKO')参入について議1m良

とならない号譲渡菱重4蓄を重要さ還しまナ。 

[2J r主番組編集の段取 j について 
f委託放送事業者の認定iこ係るおj淡空襲奇襲j

については、ほとんl:;+の条項が f放送務襲撃

:'、者の番走塁編集のrl尚j にかかわるもの¥

特に現在総務省において検討されている

f通信・放送の総合的な主主体系j との空整合

性についても充分な検討・手書査がえとされる

事を要望します。



講堂丸事幸

平成 21年 8月 7担

総務省標準装総選議多繁華主潟

放送致策毒薬鮫

護軍俊幸寄号 870… 8620 

役 所定抗告本議議 3… 1-1

氏 名株式会社突努巌議
代表取総司史争去後 誉議訟を最

「携帯端*'向けてFノレチメディア放送の実現に向けた制度整備に関する総本的方針、(策) J 

に関し、J'lU紙のとおり滋見書を提出します。



別紙様式株式会後大分放送

該当箇所 重量yf. 

[P2] 

②複数の都道府県会対象として当該地域ぬけの後卒設が受信で 現段階において、各ブ Eコックに苦手jちぎきてられる湾主主委主事評議案が客室主主していな

きる放送(以下 f地方ブYロック向け放送j という。) いため、新規あるいは或幸子の家事能殺がソフト事業に参入しようとしても、

参入車脅車望者が多数の場合、平待域治宝不足し参入ができないことが起こりうる。 

(2)参入の枠組み 従って、例えば 1つのセグメントを県域ごとに慈し害事えるこ kで、多くの

金属向け放送及び妻鹿 jJブ口ツク向け放送の 3起き院にき当たって 毒事芸量殺の参入を可能にし、多様な放送が実現できるための制度を取り入れ

よ立、凝られた湾総数さと恕濁して複数の賓がまま送事警室長会提供す ることが長手袋と考える。

る者として参入することができるよふさ詮総数縫合する無線

局の免許を受けた殺:&V:~委託放送業務の意志懲役受けた者によ

り放送を実現する、いわゆる「受託放送・話番純放送制度j を

採用することとナ <:>0 

[P3] 

(3)開設計画の務主主の饗盗

①特定基地局の西日程変及び開設時期

イ地方ブロック向け放送に係る基壌 既存のラジオ事業者、とりわけ、 AM事業者が参入し、速やかな「アナロ

約機設計奮の議事ま立の日から 5年以内にち幸子主主送対象地主主 i:::ttl グからの喜多行j をめぎすJ二で、いわゆる fあまねく議義務j が生じることは

ち当てる j湾設定数務総緩や害事業主主さ聖書と塁審議え主主める君主帯カバ} 言語妻さと添われるが、き晃3決の意義号室状況等を鑑みると、後三事な澄烏義務 i立、毒事

主事の基準を言語?とすよう特定基地局を滋穣ナること。 ;業後さと毒事いかねないものと渇える。 
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別紙様式株式会社大分放送

「一 該当断 |一一一 意見� 

I[P31 

的放送鴻蛾内の各都滋府県において特定基地局時!地理的勝勧制総合的に鱗すれば、泰道府側のある蹴の不可

|すべき開と係略戦総たれと。衡はやむを得ないもの持品。  

[P31 

ウ鉄道、自動車区号事によち視総務が移動した主義合にも受f言でiき 鉄道、自動議号事の受信禁罪事還の裟備は、災害容絡の緊急情織も含まれるため、


る重義援を整備するため定める特定義総局の配程変2えて声機霊堂時期 としての叉援が肝要と考える。


に係る族主撃を瀦たすこと。


|佐31

③受信設備の尽鍛害事及のための主主体的な計悶	 |受信装震の機数規格やそれに伴う端末コスト然、受信設徽尽期普及の総後

となる様々な条件主主明確になっていない段階で、具体約な普及費十磁を提示

することは嵐美重である。

しかしながら、受信殺を躍の早期普及には、一義的には、霊堂綴の低価絡化が

大きなウエイト安占めるものと考える。;これ<a:実現するためには過剰なサ

…ピスを載せないことが重要であ号、国としての綴れ必恥考える。!

玄武と、コンテンツとしては、ま延長Fのラジオ放送芸評淡君子が行っているアナロ� l 

iグ放送附イマル放送料の普及川会的となるものと思われる。� i

最終喜きには、地上放遣をの去最大阪の普及には民間だけのおめ努カでは自ずと

;磁波約に限界があ号、現在の地上テレピジ到ン放送のデジタル化同様、隠

;としての普及費十在留の提示及び3主主義が不可欠である。� 

2/4 



E1l紙様式株式会社大分放送

宮家主主官議所	 怒箆4

[P3] 

l ③開設計画の認定の日から� 5年以後における特定基地局の 長をもi緩い場合、親局のサ〕ピス喜義始後� 5年をメドiこ各都道府F誌の特主主主主地

西日後に関する計画等� 周が開設されるため、� 5年間以降の放送爽績に基づく普及皮や意義繁性等が

ピスを評価する上で関われることになる。従って、それ以上の畿地局

の障警護設計磁については、サー~;えの普及度や採算性の推移 ~Jもたみでの判

断とえ主君、� 5年以後の書記蓄量計護憲惑とき紳1よP提示するととは襲撃しい。

[P5] 

③新線コンテンツのおめる劉'表示	 新規=コンテンツの占める議tlid立際平手の全車1.:放送事業者のサイ"y)レ放送を実

現するため一定以下とすべきと考えるα

サイマノレ放送は効果的な災畿放i援など、公共の福祉の機滋に長避する汝送の

絡事長に欠かせないものとS奪える。� 

[P5] 

eいわゆるコマーシヤf内� h ツピング離等の占める事姶(山一シヤノレの占めるお滑について札何らかの鱗制緩ヤあるとれ

る。

しかし、ショッピング、徐議義者警は、不況の中で額人消費めま意引役となってお

哲、地方局を恥むにi収入の大切な漆素である.事業従を室重視するならば、

ショッピング番組等のおめる働l合については、審査にあたって特段の基懲

役設ける必要はなく、'*察当健曜まの闘率性に任せるべきである。� 

3/4 




別総様式株式会社大分放送

該当筒所 ft;隊 

[FS] 

@地方ブロック f却す京女遂については、各放送対象tl!!械におい|地方ブロ vク向け放送の級 Eまからして、 j麹波数が不足した場合の比較年寄焚

て、その滋域肉Itの僚級{fJ1J:ニュース、天気予報、護主総炎 iの対象として、地域i均ft寺署織の若手j会は去をも重視すべきと考える。 

i種情幸義、義晃3もf棄事菜、行葉支i脅幸霊毒事)の占める脊!合 
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3意見書

平成  21年 8 .Fl6日

総務復情報流通行政局

放送政策線御中  

型車俊幸番号 552-0007 

1住 所j;;最7詩実躍が議誕非業 1-2-4

氏 名失お配町議事みぶ気寝室、道

館料館長献崩  

f携手軽量議五転向 iすマルチメディア放送の器製漢に向 !tt=純度型軽自請に演する基本的

方針{議)Jに織し、別紙のとおり愈5誌を提出します。

注 1 法人又iま鼠体にあっては、その名称及び代表者の氏名変記載すること。

注 2 用紙の大きさは、 B本工幾規格 A?iI14寄とすること。男IJ紙!こはページ番

号を記載すること。



数言語箆所

全体� 

3 委託放送築家警の認定に係.Q綴Z聖書E備� 

(2)認定の審資

議漸鏡コンテンツの占める割合

愈見� l 
この度の制Z宣言華僑において、� f会鐙向iす放送j と F地方ブ悶ツクi匂iす放送Jを区}lIJI 

し、地主義情報の磯保安考慮して検討されたもの守あることに後詰毒する。

当社iふ� f地方ブロック向rt放送Jfこ緩綴約jこ多加したいと考えており、また、機!

事事務3転向!ナマルチメディア放送においても、音声tt.むの放送サービスカq襲たす役劉� 

II立大きいと考えている。既存在主送善事業者が著書殺してきたノウハウや報道的環境を有� 

l 効活用することが、新線サービスの普及発震に欠かせないものであり、既存主主送事

|業翁が新規サービスにおいても、その役続果たせるよう十分間成した綴度繋側

三竺全
当社は、以下の遠出によりアナログラジオのサイマル放送!ま必要Eなコンテンツであ

るl::考えている。

委総放送業務の認定の語審査における③会冨放送又i立地方ブロック肉iす放送金体と

しての者番組の多様性の総傑の観点からは、番組の多争議後につながる。

間④効巣約な災害放送など、公共の福祉の増進!こ資する放畿の確保の鋭点からは、;

!災答放送など公共の福祉のま壁送車!こ資する放送泳、法送事事撃の採算性から考えると負

!擦の震いきs分になる湾能性が大合〈、これらの放滋の充実にiふアナログラジオの

;サイ""lル放送は効集約である。

同⑮E量償殺害毒(/)1手期普及のための具体的な針路の緩点からは‘受信ま車検の照還によ

り、アナログラジオを受信しづらかった人遂には、アナログラジオのサイマル放送� 

iま受信機購入の動機たなり、� 1:tと、多種の放送授受信したい人にとっては、後数の

受議室機を所持することの無駄を省くことになる。

:このため、サイマル放滋の有効性も考目撃し、毒奇想コンテンツの占める劉合のみで意義;

劣を決めることは行わないでいただきたい。� i

-
B
4
 



⑪地7守ブロック向け放送については、~放i議対

象地総において、その地域向 lすの情報〈例:ニ

ュース、.天気予報、道路交汲情報、観光僚級、

行革主情殺害事〉の占める割合

地方ブロック向け放送については、会悶向け放送と合わせて多様なコンテンツを擬

供するという観点から、会問向 lナ放器宣伝の釜別化を明確にし、地減肉 lす情報を充実

することが重要であると講堂える。エニュース、天気予報等Iま勿輪、書芸能網文化などを

食む靖広いジャンJレの常幸障について、地域に密着したものであることを3重視すベ告

であり、地域で活動-;る芸事総人、文化人等を起用しているかなども議選喜な3霊祭であ

ると考える。
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男壁紙様式

意見漆

平成 21 年 8~10E

総務省情報流遂行政局

放送政策課御中

郵便幸番号:1 00 0006日� 

tE7長;挺念論平氏1お転者議厨� 1-9-3

!'富:髄議令長ふんさ会最厳正盆諭でで石益損益妊
府議祇様様疑議祇える余心厳議
職語紙持議 操踏瑞

「携帯緒末向けマルチメディア放送の実現!こ向けた制度整備に演する基

本的方針(案)Jrこ麗し、J.lIJ紙のとおり念5誌を線上陸し'*す。

j念公 用紙の大きさは、 E本工業規格A列 4~番 tごすること。J.l1]紙iこはページ

著書長委後記載すること。

法人又は団体にあっては、その名称及び代滋翁の氏名を記載すること。1;没 



別紙様式

該滋箇所 意見

地上テレピジョン放送のデジタル移行に伴い署員ilm可能となる燭波数

を用いて爽現を密る新たな放送i二向けたとの雪崩i度重義備猿!説、平成� 20年� 7

;廷に取りまとめられた「接事務端末向けマルチメディア放送せナーピス者撃の

筏り方に関する惣談会j 報告議事の提言に沿って、映像・音響・データ等
全体 の様々な情報を桑軟に組み合わせた、新しい放送事番綴の実現がま著書きとな

るような枠組みとなっており、事量ね賛成できる。

この方針楽が後の通信・放送の総合的な法体系によって大きな変更を� 

j 草食められることの無いよう、聖護合性には十分配慮いただきたい。� 

1 全体的な方針
映像・音響=データ害事の様々な矯殺を組み合わせたマルチメディア放� 

(3)制度整備にき議たっての基本的な考え方
送では、特定の受信機向けに『情報を送る通信的なサービスも考えられる

が、放送の持つ公共性が操なわれないよう…定の配慮が必婆と考えるQ 

2 無線局の免許〈開設針績の認定)に係る

制度整備� 

(3)開設計衝の認定の審室長 世帯カバー本の基準の策定にあたって、例えば地形による震烏の難易

。終定基地局の偲鐙及び開設隊撤 さのような地域によって異なる状況や市場後による投資の効果などを考

イ地方ブロック向け放送に孫.Q~藤準 療し、一律な基準ではなく地域!こ即した基準とすることを婆2遣する。� 
(7) 隠設計衝の総定O)Sから� 6年以内

』、� 

1 



(イ)放送対象地域内の各都道府県におい
都道府燥によっては、地形の影響で相当な数の特定義士税局3皆既音量しな

て� ければならず、路線の投資が必要となる。事業性を績ないかねない性急
a 闘省

な基地局関穫を求めるような基準とならないよう要認する。

携櫛端末やE棋戦製の移動端末を主な対象とする本放送においては、鉄

道、自動箪等により視聴者が移動した場合にも受信で寄る環境を務備す� 

ウ鉄道、闘劾綴毒事!こより視聴者が・轟圃� iることは必要悪な畿ではあるが、地方ブロック向iすマルチメディア放送で

はブロックごとの務幾没や地譲的条件を配慮し、一律な基準ではなく、

地域に郎した暴窓際とすることを要望する。

13委託放送業務の認定!こ腕縦整備

(1)委託して行わせる放送に{返る罵波数
地方ブロックi部す放送において放送の多元性愛議事長するためには、あ

舎.. .放送ませ重農主義滋ごたに・..濁波数
らゆる袴能性を徐襲撃しない潟波数(J)指定が望ましいた考える。

{の認定の饗受

(j)表現の自由の事務
地方ブロック向け放送に関して一定の記癒がなされている点は評締

イ地方ブロック肉け放送人
刊

係る委託放送業� 
できるが、メディア潔綴の変化に1itじた、より一層の「表貌の臨闘の卒

務 有基準Jの緩和後期待する。� 
l 

I

』 長年にわたり閤民に交附持され、億頼されてきた蹴存放滋蹄番組の活糊矧は

劉割思則⑤新規コンテンツのd点5める1l合 受受信設備のE早界期官鴛普2及kも合む新メデイア穣成の一助となると考えられるこ!

とから、新規と既存コンテンツを柔軟に編成できることが援をましい。� 

2 



Jt.告放送によるビジネスモデぷ五;叫、コマーシャルやシ W ピ

⑥いわゆるコマーシャルやショッピング事番組|ング番号組 i本家業性を友右するものであり、また、樹皮によりその割合後

害事の占める叡会 jま量定することは放送事業者の幾組編集の富由に係わるものであり、で多 i

る限り毒事業者の自主的戦斯にゆだねるべき?であると考える。

地域向け情報の割合など番組内容をおj疫により規定することは、放送

⑪・・・その地域向けの情報{例:ニュース、・・"	 事象容の番組編集の段自に係わるものであることから、で殺る怒り療薬|

者の自主的判断にゆだねるべ診であると考える。 I

尊奪取者に長年殺しまれているアナログラジオ放送をデジタルラジオ

⑫その他会臨放送又は地方ブロック向 lナ放送;で聴くことができることにより、デジタル受信装置の潜入窓欲が高まり、

ざた体としての早期普及のために必婆となる|早織の普及に資すると考える。したがって、アナログラジオ放送のサイ

事演等 々JI，.放送を行なうことが不利こ扱われないような制度とする ζ とが必獲

I.!::考える。

放送げイ加  H Kと災放の二時による切腕蹴その縮、  i
その他 

普及の原動力 kなってきた。こうした獲史的絞緯iこ倣えば、地方ブロツ|

ク向け放送の普及、発療には NHKの移入が必婆不可欠である。したが!

って、 NHKの参入について制約安課さない制度とするこたが皇室涼しい。 i 

3 



定ま見書

平成 21年 7Jl 30li

総理事幸子情報告記漁業政均

放送政策謀議定

郵便番号 810-8571 

住 所揺i荷枯草案援護議 1-1-1

氏 名 ':iL ~i{新首3長選総式会社
代表取綴役社長議議饗 

rt舞争響機米向けマルチメディア放送の災害見 lと肉けた綴~草案骨簡に関する基本的方針{議室) J 

fr.~還し、)l lj紙のとお IJ~霊 >t.蓄を提出し設す。



お放送 主主たる今メとみ。2えび;窓見書の重要設

基本的な方針に対するみたる考え方

ラジオ、とりわけ AM議事業者の経営は滋難役緩めています。 

FMと比べ談織に3葉大な護者mを有する AM芸評要議奇警にとって、今密のス:i!rームで、事雲市雑音

や家庭内雑音のi浅草霊安解決し、いわゆる fデジタルイとjへの道筋古S"'('きればと考えています。

つま君、

放送事業者自身はサイ?ノレ;放送を行う。

その上で、アナログ放送からマルチメディア主主送へ速やかに完念務行する。

ソフト事業者の一段としてき言語は新規系議義務会葬害容新規コンテンツ::i:f宇¥H話していく。

というのが、基本的な考えJ与です。

サイマル放送が長期にわたれば、 AM事業革まは絞備負担に耐えられず、いずれはAM事

芸能の継続が困難となる (AMの免許返納)ことも考えられます。

三長た、我々がマルチメディア放送へ参入し道華やかに完全移行するふで fあまねく義務j が

議員常生られるのはさき室長と考えます。

しかし、 fあまねく j 惑と災害琵するためにはおお Kの参入が不可欠と今メ仁志主ず。

デレどのデジタル化でも大~"ょ役割を果たした NHK告と抜きにして投機カパ…率の拡大は 

E張緩令極めると考え設す。

ヅジオl立地域の中のま集体として生きてきました。

対話域主需要草・地域情報など賀選元と密着しながら走女王涯を行うことが、ヅジヌ?という媒体に言葉

稔られた使命であ号、それをまっとうすることが稔々の手号待とするところ守あります。

しかしその一方で、静子智放送iこデータ放送、 SI.EPG情報、チャンネ;l--次示などを付

加し、少しでもリスナーの関心を向上させる車騒然は必要だと思っています。

lI:た、地方プロック向け放送を行うのであれば、九州を意識した務組作りや地域間を結ぶ

俊幸量発信を念頭に隊いた事駐車乱作容も心がけて行くべきと考えてい記す。

今駁のマルチメディア、というスキームのやでラジオという媒体に付会長級後を与え、さら

に講義カあるものに脱皮したいと考えています。



九州事l!Fl放送主たる考え方及び意見警の婆旨

言章氏君撃の事悪質

源地方ブ担アグ{却す放送主主び選挙人の事争議蚤 

9畏竣室長し害毒メと告と湾総 3こすることでを多くの:感染我(f)参入会主可書量となち多様な放送会主実現。

覆公災(f)議室事1:

緊急善寺のm.怒放送需撃の主主喜楽予すけが必要警であ智、かつ、災姿放送等i主義務付けが至当。

覇地方ブ口ック f却す放送の長女道全対象絶滅

事業殺をさ告にした議議論に後ねるべ'i!点主主空襲〈、ブ1:1::yクの枠総みは事業者に任せるべき。

事f金事替カバー主幹

「アナログからの移行 JIこ fあねくま義務 Jは E当然だが、性急な置局義務は、事業性を

奪いかねない。家主と、 5生下関以降はその憾の事事及皮や採算性を見た上での判断。

国各都道府県における特定芸農地周の限後時期

地理的要件・民カ者事会勧誘還すれば、都宮室府県聞のある税皮の不均衡はやむを得ない。

国鉄道、自動市当事へのきを依然減

災害時の緊急情報も会決れるため、際どしての支援が肝要。

国受イ首設備の早期後』えのための主主体的な脅十翻

アナログのサイマノレ放送は宅寒波に 3愛護氏。ままと、安イ湿な"l1:f雷設綴の業漢のため霞の指針金宝

必要であり、テレビのデジタル化問機、阪の支援が不可欠。

園三分の一以上の議決線香と有しでも…だの議室襲内はき愛吉誌のおJIl本有慕空襲iこ合致。 

j萄波数帯域の-A:のま皇室撃について、ある準監E震の務j会を領支持すること主主主塁ましい。

量殺殺コンテンツ

喜志存の地上放送事多選者のザイマル主主遣を'a::!I毒液ずるまとめ一定以下とすパ'i!o

サイマル主女王量i主主語主長約な災害奪放送会事、公設さの事弱者上の土襲滋iこま費する放送の石童保iこ不可欠。

建コマーシャルやシ認ツピング話芸級者事

事業伎のjこで旬、キ寺去をの議機会費量げる必擦はなく、各事業者の自主役iこ任せるべき。

室主主方ブロッタ{却す放送における幸子資女王表対象地域での地域f世Hすの情報

主患竣向け情報の苦手j合は最もf重視すべ念。 以上



郎総議室主主

該当筒所 意見� 

(P2] 

②後数の都滋府県を対象として当該地域向けの情報が受俗で|現段階において、各ブロックlこ割り当てられる周波数機域が機定していな

ぎる去女王監〈以下� f地方プロック向け放送Jという。) いため、新規あるいは鋭存の事業者がソフト事業に参入しよう� kしでも、

参入希望者が多数の場合、者干減が不足し参入ができないことが綴:こりうる。

〈浴参入(j)枠総み� i従って、例えば� 1つめセグメントを県域ごとに差し稼えることで、多くの

さ主溺ぬけ泳三ま及び泌方プロック向け放送の芸撃を廷にミきたって� i事業者の参入念湾総iこし、ひいては多様な放送主主主義獲でiきるための綴皮を

は、際会長立F皇室主義主を利用して複数の者会主主女主詮幾重立を縫容さす!取号入れることが好華客左考える。

る毒者として参入することができるよう、受昔話放送をする祭最長

腐のぎも併殺受けた者及び委託放送業務の緩ま窓会受けた者によ

り遊女i殺そ災犠する、いわゆる「受託放送・� 3監督毛放王監制度Jを

採fIlすること� kずる。� 

[P2] 

(3)態tlll芝墜を請に当たっての基本的えま革まえ;JJ

:務総主総ヨ位向It"<1レチメディア放送t立、員長Jニラヂレどジョン放送

のデジタルイ乙によって利用辛苦言告となる周波数受理湾局して5実現

'â:~到るものであることにかんがみ、 E農民のニューズに遜合した

告書至急な放送が最大限に普及して公共の福祉の増進に聖書がるよ� i公尖の福祉について、例えば� f緊急時の災害童文語表警察J ~ ~芝議裏付けをすべき

言騒主主法及び放送法における問的規定その他の関連規定に|と考える。� 

H自らして制度整備を行うこととする。� 

1/8 




73IJ紋様式

[ 刺繍所�  意見

[P2~31 

j ②放送対象主喪主事は、それぞれ以下のとおりとするa 

iイ滋方プロックぬけ放送北海遊滋竣(花海道のぼ粉、東

北士自滅(青森銀、 主若手� 3

県、管事長手菜、秋間際、� III形嬢及び稲鳥県!l)話主主義)、関東・Ff!

信越捻竣(茨城県、緩水銀、群馬娘、埼玉県、千幾県、東京 i
審語、神奈川泉、� III梨来、新潟然及び長野県の区域}、策海・

北陸陸地波{富山県、石川県、篠井県、妓ゑ然、静凋除、緩匁

|県及てJI~三E重県の広域}、近畿地機{滋賀県、 3主・都府、大阪府、

兵庫巣、ぷ良県及び本日欲山県の区考案〉、中国"綴監護主患域(終

草支県、島根銀、銅山県、広島来、山口県、徳島主義、章子川県、� 

愛媛県及び言語知県の区主義}主主ぴに九州・� 3冷縄地域(衛隊糸、 九州・沖縄滋竣については、潟波数帯域の効率約利F自の観点から、隊隊約

佐齢、閥抗熊本県、大分然、撤娘、腕麟紛糾に遠く綴れた酬と機械…の放送対象糊として都必然性はないと

遜塁笠民議L 是言える。薄手芸能性を喜告にしたコストミニユマムの機織に委ねるべ念点も多く、� 

ブロックの事争議立みは毒事業務iこを壬せるべi!!:と考える。また、九州内において

も、例えば、北部と南部或いは有明海主主F李総域とそれ以外等、各地主義の滋

現金色‘文化的な災後さと考患した放送対象地域の柔軟な衿総みについて緩広

く認めるべきで遣うる。尚、県主義主主i誘導の実現については既に述べたとおり

である。� 

L一一一一一一一一ーー一一一一一一ω 一一一ー一一一一一…叩叩
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5日紙様式

該当筒所 意見� 

[P3] 


重苦の筆意文立の繁華至1-湾設苦(3)

。特定墓地局の百日後及ひと際設時毅

イ地方ブロックI似す放送に係る基準� 

(7)毘盆垂直空2務主主の悶から� 5年以内lこ、各放送対象地域に劉|既存のラジオ事業者、とりわけ、� AM事幾司智治主務入し、速やかな「アナロ

り当てる周波数待機燦や警業盤祭主ト踏まえ定める世帯カバー� I;グからの移行」をめダナムで、いわゆる「あ淡ねく義務」が生じることは

畿の基準を滋たす「ょう特定墓地局を滋愛やること"- I~話然と忍われるが、現状の経営状況等を緩みると、性急な重量潟幾重警は、事

要最後合軍事いかねないものと考える。� 

[P3] 

(.()放送対象綴酬の各都道府県において特定墓地局械後|縦約要件・励駒総合的に勘案すれば、糊府県間のある糊の糊

すべき雲寺郊に係{;，;!事空襲を瀦たすこと。 衡はやむを得ないものと考える。� 

[P3] 

1 ク鉄道、自動燃絡により視聴者が移動した場合にも受信でき|鉄道、自動車等の受倹環境の整備は、災縁日寺の緊急情報も含まれ{;'iヒめ、

る環境をま重繍ずるため定める特定義黄色潟の配置及び開設草寺綴� l 劉としての支援が好華客と考えるg 

iと係る2主主襲を意義?とすこと。� 

318 




量号室迂様式

該当箇所 意見

[P3] 


G受信設綴の王手主総宝寺3えのための主主体的な鈴鹿喜
 

[P3] 

⑤開設計隠の詩想定の日から 5~以後における特定墓地腐の

配置に関する設十関等

受僚懇蜜の標準規絡やそれに伴う主題米立スト空事、受信設備字書努幸子2えの前提

;となる様々なS最終主主総絡になっていない暴走塁審で、具体約な害事2主計養護を提示

するととは頭葉重である。

しかしながら、受後設備の早期普及には、一義的には、音量告請の低イ街格化が

大きなウエイト'â:"~ヲめるものと考える。とこれを実現するためには過剰なサ

ーピスを載せないとことがE重要であり、阪としての指針も必要惑と考える。


また、コンテンツとしては、滋存在3ラジオ放送事業者主主行つ 1ごいるアナロ


グ放送のサイマルー主主送金まその普及に大きなJちとなるものと足立われるe


最終的には、土最上放送の最大阪の普及には民間だけの自税事事カでは自ずと


財政的に限界があり、現在の地上テレビジョシ放送のデジタルイヒ同様、留


としての普及針闘の提示及び支援が不可欠である。


最も遅い場合、意義潟のサ」ピス繍始後 5俸をメドに各都滋府県(/)特定基地

局が開設されるため、 5年目以降の放滋災績に基づく普及居室や採算性等が

サーピスを鮮側ずる上で関われることになる。従って、ぞれ以上の基地局

;の開設計留については、サーどスの争奪2主主主や採算性の機移'a:"Jもた上での判 i 

l-一一一一 l
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別紙様式

該当箇所  意見

[P4] 

3委託放五最多義務の認定に係 o鑑U/;l草署整備

委託放送業務の警露天主に係る華~É支は、以下に主義げる方針をま主主主

として、放送の普及及び告書余な発達を叡 o綴ぶから整備する

こととする。

。書き管屯してffわせる放送fr.係 o潟波数

①放送対象地域;立、それぞれ以下のとおりとする。

イ地方ブロック向け放送設北海道地域、東北縦波、関東.'ll 

f言総裁主考案、東海・北経滋媛、近畿地域、中国・凶長誕地域及び

九州・沖縄全自主主 九"11・沖縄機械については、周波数字害者支の効率的手iJY認の綴ぶから、距離告さ

に透く離れた九州と沖縄告と問ーの放主義対象地域として箔る必然a主主なないと

考える。毒事業伎を議にした訂ストミニマムの綴織に委ねるべき;fll:，多く、

プロックの粋叙みは事業者に絞殺るべきと考える。議?と、九州内において

;も、例えば、ヰと議官と南部或いは有羽海沿岸地域とそれ以外毒事、若手地域の土壇

王型的・文化告きな災後会考慮した放送対象括主主主の粂軟な枠緩みについて婚広;

く淡、めるべきである。詳号、然減放送等iO~軽芸誌についてはま正に述べ?ととおち

である。 
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別級事護王立

……然言官房…一一一…一I	 意見

i[P4) 

(2)認定の審査

①表主足立コ溺陶の享有

イ約ブロック却す放送に係る委鰍送業務� l 
(1')(7)に隠おらず、委託激主義重義務の申絡に係る放送対象地域

;と放送対象地主義泊食複する総上放送事業者宅撃が三分の一以上 

i の議決事襲安有するゆ警葬者については、委託して行わせる放送 周波数格者支の一定のき輩獲について、ある事呈!l!:.の審リ合会明示することがE還ま

に係る周波数務主主主~~当在家放送対委員全自主主においての姦準を しいと考える。

滋主主ど墜豆、表現の盛隊第有基準IC::合選定するものとナる。 

[P5) 

j@効果的な~努放送など、公共の福生止のま努遂に資する放送の ヌド?ノレチメディア放送が議事字放送を担うとの佼置付けでみるならば、災害

審議事長� 放送考察;主義務付けが妥当と考える。

[P5) 

③新規コンテンツの占める鋭会	 務総コンテンツのおめる割合は既存の総ーと放送事業者めサイマノレ放送会実

現するため一定以下とすべきと考える。

サイマノレ放送は効果的な災害放送など、公共の告蓄率d:の増遂に資する放送の

機係に欠かせないものと考える。� 

618 




童話級事襲王立

該当筒所 意見 

[p51 

⑥いわゆるロマーシャルやショッピング滋総理事の占める割合|コマーシャルの占める割合については、何らかの規律が必撲であると考え

る。 

しかし、シ認ツピング事委総等i立、不況の中で個人消塁をの型軽号|役となってお

哲、地方潟を恥むに収入の大携え主要素である s 響楽i険さと銭授するならば、

ショッピング餐級建撃のおきちる都合については、毛筆交にあたって特段の基準

を設ける必警警はなく、各事業衰の自主伎に佼せるべきである。

[P5) 

4目撃をイ替紋備の早期普及のための具体的な針閥 受信義鐙の線機先見事各やそれに伴う端末コスト等、受f欝絞4商卒期普及の前提

となる様々な条件カ~ij月織になっていない段階で、主主体的な章者及計画を提示

するととは閤縦である台

しかしながら、受慾絞備の早期普及には、一議約 iこは、殺事請の低価格化が

大きなウエイトなぶめるものと考える岱これを主義務ナるためには遜剰なサ

ーどスを殺せないとと主主主重要であ哲、国としての綴針も必要と考える診

ま?と、エコンテンツとしては、君主存のラジオ放送機多議場付王子すっているアナロ 

jグ放送のサイザノレ放送がその普及に大きなJりとなるものと怒おれる。

長を終的iこは、地上放送の最大娠の普及には民間だけの路島き努カでは自ずと

財産主的 iこ限界があり、現在の池上テレビジョン放送のデジタル化局様、国 

kしての警警災昔十障の提示及び支援が不可欠である。 

71島



別級機式

該当笛所 意見  

: [P51 

;③綴方ブ、ロック i郊?放送については、各放五設立守重量生患者去におい j地方ブロック向け放送の趣旨からして、周波数が不足した場合の比較緩まま;

て、その地域i却すの情報{綴:ニ aース、天然予報、道路炎!の対象として、士宮城I向け情報の苦手j会は最も議後すべきと考える。 

通情線、綴光情報、 ff喜実務報等)のd:iめる都合

以上 
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意見書

平成  21年 8 ~ 10日

総務省情報流通行政局

放送 政策課殿

郵便番号  860-8611 

くまもとけんくまもと  Lやまさ曹まち

住 所 熊本県熊本市山崎町30

かぶしきがいしゃくまもと母ラそう

氏 名 株式会社熊本放送

りゅう ひでおみ

代表取締役校長 笠 日出直 

f撃事務端末向Itマルチメディア放送の実現に向けた斜度整備に務する基本的

方針{猿)1に槌し、 ~IJ紙(J)とおり意見を提出します。



基本約な方針に対ずる主たる考えカ/主まえ警察の要旨 熊本放送 

f撃事守勢繍宋向けマルチメディア放送の災2見に向け君事j絞殺備に関す Gl基本会主方針(案) J 

iと対する主?とる考え方 

2009年 8)ヲ10Q

株式会社熊本放送

ま簿草野総宋向けマルチメディア放送i土、新しい放送としてその制度空整備に基調する基本約方針の作

成が進められています匂もちろん、新規宅事業者が新規の放送?と参入することは放送の公共性およ

び公共の拒高校の第五主に必重要不可欠なことであると考えます。

方で、既存放草堂、やでも外芸能緩や都市化による AMラジオの襲撃総取対策は既存卒業表にとっ

て大舎な線怒となっています。そしてこれが携帯端米向けマルチメディア主主主去によって改事きされ

るとするなら、この可能{食事::i室求ずることもまた、君主存事費量殺としての後務であると海えます。

地)r;:!，コックにおい"'(f土、家芸能の基盤となる経済圏が長謀総となっているところも多く、そうい

った地方で地域向け情報を安定して送哲前十、そして放送という文化を守るためには、新規事業

とは設え、県域という考え方 b含まれてしかるべ殺と考えます。

これらの級点から、今凶提示 dれた「携務総米向 It"<';レチメディア放送の実主義に向けた伽tlf変空襲

備に思惑する基本方針〈衆) Jに対し、意凡な申し述べ交す。 

-1 -



2予j紙事選式株式会社熊本放送

該当箆所 意見

1 ~主体的な方針

。実現する金十

②複数の都道主府県会対象として当該地域i向けの情報埼玉受信で

きる放送(以下「地方プロック向け放送」という。)� 

3 委託放送量権豪華の総主主に係る鰯凌整綴� 

(2)認定の塁審ヨを

③新土産コンテンツの56ちる苦手j合

⑫その他全国放五詮淡たl土地方ブ、ロァタ放送向け放滋念体とし

ての早期管及のために必要となる事項� 

県域が経済閣のベースとなっている地方ブ口ックも多く、当該地域向けの

情報告録供するにあたっては、これを既知の絞減目覇者と対象とした事業E聖書軽

に綴る参入救護選殺が多くなることも予想dれるα また視聴者ニーズの観点

から弘、よ祭主義会対委員とした放送が当初から行える制度が皇室ましいと考える。

新線コンテンツのめる苦罰金については、者評議議後や被毒事者のニーズなど、

地域の事情にJlaして決まるととも考えられる。後って認定の審査基準とさ

れるのではなく、家主義者が系軟に編成マきることが昼寝ましいと考える。

画像や文学僚級'Ii:付加するなど一定の規絡は必擦とも考えるが、都市雑音

等による襲撃総数対策として� AMラジオのサイγノレ放送を行うことは総方ブ

ロック向け妻女王監の簿類事普及に一定の役割安芸喪主こ?とともに、放送の公共畿

の蓄量点からも必華客と考える G A主主ラジヌ?のすイ"'<1レ放送が害事業者によち粂

款に華麗淡できるとこと会主要望する。� 

111 




意見議事

平成  21年 8.1'15日

総務省4湾総流通行政局

放送政策課御中

郵便幾努 千730-8504

ひろしまし徴金、〈もとまち

主主 所 広島市中区基罰T21-3 

氏名
問
団
簿

主審
旧
東

山
唱
恋
心
的
安

川

総

長

ラ
週
間

御

中

山

肌

凶

社

総取
 

2
晶

表


向

総

代

Z
E

t

「携帯務家向 iすマルチメディア放送の実現に向けた君事i度整備に関する基本的

方鈴(議)Jに務し、7JIJ紙の通り議5患を提出します。



事堂まえ会社4t濁放送 意見落襲撃普段

JJ:見書:要旨

幽公然の者際社増進における AMラジオのサイマノレ放送の必遺骨倣

う戸、ジタルラジオが r~公共の総生止の増進に資する J ためには、地域情殺のヰ波多義・喜義f醤

で毒事堅毒素;こよ号、泌総役主誌の浮い総重量を害事ている AMラジオ;事業者の公益金約役泌

をと後かし議室けることが必姿。 Jそのためには途方ブ出ツグ!却す放送において、 AMラジ

オ放五設のサイマノレ放送が必要警と考える。

.'"ノレデメディア放送の早期静及に燃するための AMラジオのサイマル放送

地方プロック向け放送のネ期望書及のためには、ま芝生宇治1Jの撃主主主容に慈しまれている 

AMラジオ放送がデジタノレラジオでも著書、くことができるよう iこすることが、きを{繋緩め

燐入3家持究も言語まち有利である。

量ブロック 1何?完全送の対象地域における「県域j と fブ口ック j の自由な選択の必華客倣

地方向けブFロック放送の認定において、地域向け情報のr5める割合が重視されるこ

とには賛同する。

毒患立主導守が必重喜iこ応じて多彩な絶滅a協事量を得ることがで怒るよう、 f県域j と fブ口ツ

クj 惑?放送対象地域としてi1lallこ滋択できる苦手01l!:聖書織がJJ6:，導要と考える。

軍上苦言 3ぶがあった上で、務機持蓄米務Ht'"jレチメディア放送(J)先立方ブロック向け主主主監の口

ンセプトで法うる fモアチャンネノレJとしての多彩な来年綴調書総省ど放送することが、 I努力

のある社会や授かな情報社会に燃がると確信しており設す。

以上



該当箇所� 

3.委託放送業務の認定に係る制度整備� 

(2)認定の審査

④効果的な災害放送など、公共の福祉の増進に資す

る放送の確保

意見� 

AMラジオのサイマル放送必要性について� 

AMラジオ放送事業者は「効果的な災害放送など、公共の福祉の増進に資す

る放送」に努めてきました。特に地域情報の収集・発信では、長年の実績によ

り地域住民の厚い信頼を獲得しています。

しかしながら近年、パソコンやデジタルテレビなどのデジタル機器、蛍光灯、

冷蔵庫などの家電製品がAMラジオ放送の受信障害を引き起こし、特に都市部

ではAMラジオ放送が聞こえない場所が増加しているという状況が生まれて

います。また、夜になると韓国の電波をはじめ園内の同一周波数の放送が混信

の原因となっています。� 

AMラジオ放送事業者が持つ公共的役割を生かし続けるためには、地方ブ、ロ

ック向け放送でもAMラジオ放送のサイマル放送が必要です。それが、「効果

的な災害放送など、公共の福祉の増進に資する放送」の確保につながることは

間違いありません。� 

AMラジオ放送のサイマル放送が円滑にできるような制度整備が必要であ

ると考えます。� 

1 




3.委託放送業務11)霊君、定に係 o綴度整備  

(2)認定の審議ま

⑫その他全E語放送又は地会“ブロック向け放送金体 地方ブ口ック向け放送を王手鎖iと普及させるためには、員長方の聴取滑に長年走塁l

としての早期撚2えのために必要となる務項等  しまれている AMラジオ放送をデジタルラジオでも繋ぐことができることがl

有効であると考えます。

聡主主者会主受{言語襲協に応じて、アナログでもデジタルでも信II二主主迭を聴くこと

ができれば、デジタル受信機の般入意欲主主総まり、早燃の普及に童話することは|

間違いありません。 

iさらに、とこのことで、事事京都山間総会関わずよ若葉E聞にわたって地域情織の入

|判明言語となり、情報務懇の少ない校長誕の実現にも賞選えするはずです。

審査聖書基準において、 AMラジオ放送がサイマノレ完全量去を?行うととが不利に扱わ

れないような帝IJ皮革装備が必要でナ。 

2 




3.告書寄託主主送業務の認、定 iζ係る時計j皮壁際機 

(2)総定の審査

⑪地方ブロック向け放送については、各放送対象地

域において、その地域向けの'階級(伊IJ:ニュース、

天気予報、道路交滋情報、刊行機事長、行設情報等)

のおめる審i合

地方ブロック向け放送の認定で、その地滅!古]け。情報の占める割合が獲視点れる

ととには章者問します。

地域f均Itの情報をより充実させるためにも、 AMラジオ放送のサイ 71レ放送

は有効でず。そのサイマノレ放送をより効薬事的・効果的に行うにあたり、長女去最対

委堅持主竣において fl}jl;竣j と fブロック Jt:-総考案事情に応じて自訟に滋択マきる

こと愛媛号込む等の総度整綴が必要喜と考えます。将来の道列車iをにらんだ fブ

;ロック 1郎す後毅j主主必要なことは総会終まう法令んが、悪事主主者主主必華警に応じて多

彩君主主患者実情報lt:-:j，尋るととのできる怨:総みにしておくことは、公共懲役害事つ放滋;

家殺殺の繁華華と考えます。

その上で、携帯端末向けマルチメデ、イア放送の地方ブロック向け放i畿の口ン

セブトである「モアチャンネノレj としての多彩な新規番組を放送するごとが、

活カのある社会や豊かな情報社会に望書がると確信しております。 
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